
申請日   年  月  日  

自 主 警 備 申 請 書 
㈱大阪国際会議場 営業部  宛    

下記の通り、事故防止の為に必要な人の配置等については、責任を持って行い、万一事故が発生した

場合には責任を持って対応します。 
                   申請者氏名（自筆サイン） 

催

事

名 

催事番号： 

催事名 ： 

参加見込人数： （     人） 

期 
間 

年  月  日（  ）～  日（  ） 
ＯＩＣＣ

担 当 者 
 

申

請

者 

住 所：   

団 体 名：   

担当者名：            

電 話/ファックス        /          e-mail：      @ 

自

主

警

備

計

画 
※ 

実施場所 自主警備時間 目的 方法 現場責任者 
例）１Ｆプラザ  

 

例）車両乗り上げ時の

安全確保 

例）誘導員○名配置し

通行人誘導 

 

 

  年  月  日（ ） 

 時 分頃～ 時 分頃 

  氏名： 

携帯： 

注

意

事

項 

○事前に防災センターに、この本申請書と図面を送付し、打ち合わせをして下さい。  
○自主警備の開始 終了時には、防災センターに連絡して下さい。※ 防災センター直通電話 06-4803-5640 

○Noｘ・ＰＭ法の排出基準を満たしていない車両の施設内乗り入れは禁止します。  
○車両の移動時には、付近通行人の安全確保を最優先して下さい。    
○搬出入作業時には、荷物の動線上付近の通行人の安全確保に務めて下さい。   
○駐車中の車両は、必ずエンジンを停止して下さい。（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ禁止）    
○施設、備品等を毀損・汚損した場合は、担当者に連絡し、原状回復して下さい。 
○警備が終了後、速やかに現状回復に努め、プラザ上に車両がある場合は移動させて下さい。留

置は出来ません。        

※具体的な配置場所の図面に、当日配置者氏名を記入し添付ください。 
裏面をお読みください。 
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利用案内抜粋 
 

11．利用者の管理責任 
利用者は、善良なる管理者としての注意をもって、施設利用を行うものとし、以下

の事項について遵守していただきます。 
 

（1） 利用者は、利用に際して関係官公署への届出、許可等の手続きが必要な場合、 
会議場の承諾を得た後、必ず届出等を行い、遅くとも利用開始日の２週間前まで

に届出済み書や許可等の写し、または控えを会議場へ提出してください。 
（2） 利用者は、上記(1)の「催物の開催届出書」等に従って、安全な催事運営・管理

を行ってください。 
（3） 利用者は、必要な業務を適切に遂行できる地位にある者を「会場管理責任者」と

して選任し、利用期間中は会場内に常駐し、利用会場の鍵や利用備品等の受け渡

しに立ち会うなど、催事全般についての管理・運営を行ってください。 
（4） 会場管理責任者は原則「防火管理責任者」を兼務し、催事全般について事故防止

等に努めてください。 
（5） 利用期間中（準備・撤去を含む）に利用施設内で発生した事故等については、 

利用者のみならず、関係業者や来場者の行為に起因することであっても、利用者

の責任となりますので、事故防止に万全を期してください。 
（6） 利用者は、利用期間中の利用施設の管理、来場者の整理・案内、および盗難・ 

火災・事故の防止、ならびに急病・けが人発生時の対応等に対し、必要な対策を

講じ適切に対応してください。 
（7） 利用者は、災害や事故等の不測の事態に備え施設利用前に非常口、避難誘導方法、

消火栓・消火器の位置等を確認しておいてください。 
（8） 緊急時、利用者は、会議場の指示に従い、来場者等の安全確保を行ってください。 
（9） 利用者は、バスによる来場者の送迎は、周辺道路の交通事情および乗降者の安全

を考慮した運行予定表を作成し、事前に十分、会議場と協議してください。なお、

周辺道路上に警備員や整理員を配置してください。 
（10） 利用者は、多数の来場者がある場合は、警備方法等について、必ず事前に 

会議場と協議し、利用者が警備会社への委託又は警備担当者の配置を行うなどの

対策を講じ、雑踏事故・盗難等の防止に努めてください。予測を超える来場者が

有った場合も、緊急増員手配等を含め、利用者の責任のもと対応していただき 
ます。 

（11） 同時に複数の催事が開催され、多数の来場者で混雑が予想される場合、利用者

は、同時に開催される他催事の利用者と相互に協力し、統合的な管理計画を立案

ください。立案に当たっては当社担当者にご相談ください。 
（12） 施設の管理運営上必要があるときは、会議場の社員等が利用中の会場等に立ち

入ることがあります。 
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